
 

 

地域主権関連３法案の今国会中の成立を強く求める 

 

 

政府が今国会に提出した地域主権関連３法案は、参議院において既に可決さ

れ、衆議院の議決を待つのみである。 

 

地方が長年にわたって要請してきた国と地方の協議の場の法制化の実現な

ど、これら３法案は、地域住民が自らの判断と責任において地域の諸課題に取

り組む真の分権型社会の実現のために必要不可欠なものである。 

 

昨年の総選挙に当たっては、与野党とも地方分権の推進を明示された。ここ

に改めて３法案の今国会における早期成立を強く求めるものである。 
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